
運動部活動での指導のガイドライン

１．本ガイドラインの趣旨について

○ 運動部活動は、学校教育の一環として、スポーツに興味と関心をもつ同好の生徒の自

主的、自発的な参加により、顧問の教員をはじめとした関係者の取組や指導の下に運動

やスポーツを行うものであり、各学校で多様な活動が行われています。

○ 本ガイドラインに記述する内容は、これまでに文部科学省が作成した資料（「みんな

でつくる運動部活動」平成11年3月）等で掲げているもの、地方公共団体、学校、指導

者によっては既に取り組んできたものもありますが、今後の各中学校、高等学校（中等

教育学校を含む。以下同じ。）での運動部活動での指導において必要である又は考慮が

望まれる基本的な事項、留意点をあらためて整理し、示したものです。

○ 本ガイドラインを踏まえて、各地方公共団体、学校、指導者（顧問の教員及び外部指

導者をいう。以下同じ。）が、運動部活動での具体的な指導の在り方、内容や方法につ

いて必要な検討、見直し、創意工夫、改善、研究を進め、それぞれの特色を生かした適

切で効果的な指導を行うことにより、運動部活動が一層充実していくことを期待します。

２．生徒にとってのスポーツの意義

○ スポーツは、スポーツ基本法に掲げられているとおり、世界共通の人類の文化であり、

人々が生涯にわたり心身ともに健康で文化的な生活を営むうえで不可欠なものとなって

います。特に、心身の成長の過程にある中学校、高等学校の生徒にとって、体力を向上

させるとともに、他者を尊重し他者と協同する精神、公正さと規律を尊ぶ態度や克己心

を培い、実践的な思考力や判断力を育むなど、人格の形成に大きな影響を及ぼすもので

あり、生涯にわたる健全な心と身体を培い、豊かな人間性を育む基礎となるものです。

運動部活動において生徒がスポーツに親しむことは、学校での授業等での取組、地域

や家庭での取組とあいまって、スポーツ基本法の基本理念を実現するものとなります。

○スポーツ基本法（平成23年6月24日 法律第78号）（抜粋）
第二条
２ スポーツは、とりわけ心身の成長の過程にある青少年のスポーツが、体力を向上させ、
公正さと規律を尊ぶ態度や克己心を培う等人格の形成に大きな影響を及ぼすものであ
り、国民の生涯にわたる健全な心と身体を培い、豊かな人間性を育む基礎となるもので
ある…（以下略）。

３．運動部活動の学校教育における位置付け、意義、役割等について

①運動部活動は学校教育の一環として行われるものです

○ 現行の学習指導要領では、部活動について、学校教育の中で果たす意義や役割を踏ま

え、「学校教育の一環として、教育課程との関連が図られるよう留意する」ことについ

て明確に示しています。

具体的には、中学校学習指導要領では、第１章総則で部活動について、第２章第７節
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保健体育で運動部活動について、高等学校学習指導要領では、第１章総則で部活動につ

いて、第２章第６節保健体育で運動部活動について、下記のとおり規定しています。

なお、学習指導要領にこのように規定されたことをもって、生徒の自主的、自発的な

参加により行われるとの部活動の性格等が変わるものではありません。

○中学校学習指導要領（平成20年3月）（抜粋）
第1章 総則
第4 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項
2. 以上のほか、次の事項に配慮するものとする。
（13）生徒の自主的、自発的な参加により行われる部活動については、スポーツや文化及
び科学等に親しませ、学習意欲の向上や責任感，連帯感の涵養等に資するものであり、

かんよう

学校教育の一環として、教育課程との関連が図られるよう留意すること。その際、地域
や学校の実態に応じ、地域の人々の協力、社会教育施設や社会教育関係団体等の各種団
体との連携などの運営上の工夫を行うようにすること。

第2章 各教科
第7節 保健体育
第3 指導計画の作成と内容の取扱い
（2）第1章総則第1の3に示す学校における体育・健康に関する指導の趣旨を生かし、特
別活動、運動部の活動などとの関連を図り、日常生活における体育・健康に関する活
動が適切かつ継続的に実践できるよう留意すること。

○高等学校学習指導要領（平成21年3月）（抜粋）
第1章 総則
第5款 教育課程の編成・実施に当たって配慮すべき事項
5 教育課程の実施等に当たって配慮すべき事項
以上のほか、次の事項に配慮するものとする。

（13）生徒の自主的、自発的な参加により行われる部活動については、スポーツや文化及
び科学等に親しませ、学習意欲の向上や責任感，連帯感の涵養等に資するものであり、

かんよう

学校教育の一環として、教育課程との関連が図られるよう留意すること。その際、地域
や学校の実態に応じ、地域の人々の協力、社会教育施設や社会教育関係団体等の各種団
体との連携などの運営上の工夫を行うようにすること。

第2章 各学科に共通する各教科
第6節 保健体育
第3款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い
1 指導計画の作成に当たっては、次の事項に配慮するものとする。
（1）第1章総則第1款の3に示す学校における体育・健康に関する指導の趣旨を生かし、
特別活動、運動部の活動などとの関連を図り、日常生活における体育・健康に関する
活動が適切かつ継続的に実践できるよう留意するものとする。

→中学校学習指導要領、高等学校学習指導要領及び両学習指導要領の解説（総則編、保健体育

編）を御覧ください。文部科学省のホームページでは下記に掲載されています。

・中学校学習指導要領（http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/youryou/chu/）

・中学校学習指導要領解説（http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/youryou/chukaisetsu/）

・高等学校学習指導要領（http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/youryou/kou/kou.pdf）

・高等学校学習指導要領解説（http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/youryou/1282000.htm）

②運動部活動は、スポーツの技能等の向上のみならず、生徒の生きる力の育

成、豊かな学校生活の実現に意義を有するものとなることが望まれます

○ 学校教育の一環として行われる運動部活動は、スポーツに興味と関心をもつ同好の生

徒が、より高い水準の技能や記録に挑戦する中で、生徒に下記のような様々な意義や効



果をもたらすものと考えられます。

・スポーツの楽しさや喜びを味わい、生涯にわたって豊かなスポーツライフを継続する

資質や能力を育てる。

・体力の向上や健康の増進につながる。

・保健体育科等の教育課程内の指導で身に付けたものを発展、充実させたり、活用させ

たりするとともに、運動部活動の成果を学校の教育活動全体で生かす機会となる。

学習指導要領で「学校教育の一環として、教育課程との関連が図られるよう留意する
こと」と規定されたことは、運動部の活動に関しては、主として保健体育科の目標であ
る「心と体を一体としてとらえ、健康・安全や運動についての理解と運動の合理的、計
画的な実践を通して、生涯にわたって豊かなスポーツライフを継続する資質や能力を育
てるとともに、健康の保持増進のための実践力の育成と体力の向上を図り、明るく豊か
で活力ある生活を営む態度を育てる」ことを踏まえた活動を行うことなどを示しています。
教育課程との関連を図る際の一つの取組として、各教科等で学習した内容を運動部活

動で活用する取組、例えば、保健体育科の体育理論で学習した「運動やスポーツが心身
の発達に与える効果と安全」、「運動やスポーツの効果的な学習の仕方」を活用して練習
の計画を立案したり、また、保健体育科以外の教科等でも、中学校数学科で学習したヒ
ストグラムを活用して試合での作戦や練習の方法を考えるなどの取組も想定されます。

・自主性、協調性、責任感、連帯感などを育成する。

・自己の力の確認、努力による達成感、充実感をもたらす。

・互いに競い、励まし、協力する中で友情を深めるとともに、学級や学年を離れて仲間

や指導者と密接に触れ合うことにより学級内とは異なる人間関係の形成につながる。

○ このように、運動部活動は、各学校の教育課程での取組とあいまって、学校教育が目

指す生きる力の育成、豊かな学校生活を実現させる役割を果たしていると考えられます。

○ 継続的にスポーツを行う上で、勝利を目指すこと、今以上の技能の水準や記録に挑戦

することは自然なことであり、それを学校が支援すること自体が問題とされるものでは

ありませんが、大会等で勝つことのみを重視し過重な練習を強いることなどがないよう

にすること、健全な心と身体を培い、豊かな人間性を育むためのバランスのとれた運営

と指導が求められます。

③生徒の自主的、自発的な活動の場の充実に向けて、運動部活動、総合型地

域スポーツクラブ等が地域の特色を生かして取り組むこと、また、必要に

応じて連携することが望まれます

○ 生徒が取り組みたいスポーツの種目、身に付けたい技能や記録の向上の程度は様々で

す。より高い水準の技能や記録に挑むことを重視する生徒、自分なりのペースでスポー

ツに親しみたい生徒、一つの種目よりも様々な種目に挑戦したい生徒等がいます。

各地方公共団体、学校では、生徒の多様なニーズを把握するとともに、それらに応え、

運動部活動への参加の効果を一層高めるために、活動内容や実施形態の工夫、シーズン

制等による複数種目実施、複数校による合同実施等の様々な取組が望まれます。さらに

学校の取組だけではなく、総合型地域スポーツクラブ等との連携や地域のスポーツ指導

者、施設の活用など、地域社会全体が連携、協働した取組も望まれます。その際には、

学校、地域関係者が相互に情報提供し、理解しつつ、取り組むことが望まれます。



４．運動部活動での指導の充実のために必要と考えられる７つの事項

運動部活動での効果的、計画的な指導に向けて

①顧問の教員だけに運営、指導を任せるのではなく、学校組織全体で運動部

活動の目標、指導の在り方を考えましょう

〈学校組織全体での運営や指導の目標、方針の作成と共有〉

○ 運動部活動は、顧問の教員の積極的な取組に支えられるところが大きいと考えられま

すが、学校教育の一環としてその管理の下に行われるものであることから、各活動の運

営、指導が顧問の教員に任せきりとならないようにすることが必要です。

校長のリーダーシップのもと、教員の負担軽減の観点にも配慮しつつ、学校組織全体

で運動部活動の運営や指導の目標、方針を検討、作成するとともに、日常の運営、指導

において、必要な場合には校長が適切な指示をしたり、顧問の教員等の間で意見交換、

指導の内容や方法の研究、情報共有を図ることが必要です。この取組の中で、体罰等が

許されないことの意識の徹底を図ることも必要です。

○ 目標、方針等の作成及び日常の指導において生徒の健康管理、安全確保、栄養管理等

に取り組む場合には、学校内の保健体育科担当の教諭、養護教諭、栄養教諭等の専門的

知見を有する関係者の協力を得ることも効果的であると考えられます。

○ 生徒に対しても、各部内のみならず学校内の各部のキャプテンやリーダー的な生徒が

横断的に活動の在り方等について意見や情報を交換することを促すことも望まれます。

〈保護者等への目標、計画等の説明と理解〉

○ 保護者等に対して、学校全体の目標や方針、各部の活動の目標や方針、計画等につい

て積極的に説明し、理解を得ることが望まれます。

➁各学校、運動部活動ごとに適切な指導体制を整えましょう

〈外部指導者等の協力確保、連携〉

○ 顧問の教員の状況や生徒のニーズ等によっては、当該スポーツ種目の技術的な指導は、

地域などでの優れた指導力を有する外部指導者が中心となって行うことが効果的である

場合も考えられます。

また、指導、健康管理等において、地域のスポーツドクター、トレーナー等の協力を

得ることも有意義であると考えられます。

これらの外部指導者等の協力を得る場合には、学校の取組以外に、地方公共団体、関

係団体、総合型地域スポーツクラブ、医療関係者等とも連携、情報交換しながら、協力

を得られる外部指導者等の情報等を把握していくことが重要です。

〈外部指導者等の協力を得る場合の校内体制の整備〉

○ 運動部活動は学校教育の一環として、学校、顧問の教員により進められる教育活動で



あることから、外部指導者等の協力を得る場合には、学校全体の目標や方針、各部の活

動の目標や方針、計画、具体的な指導の内容や方法、生徒の状況、事故が発生した場合

の対応等について、学校、顧問の教員と外部指導者等との間で十分な調整を行い、外部

指導者等の理解を得るとともに、相互に情報を共有することが必要です。技術的な指導

においても、必要なときには顧問の教員は外部指導者に適切な指示を行うこととして、

指導を外部指導者に任せきりとならないようにすることが必要です。

○ 外部指導者等は学校の取組に対する理解を深め、その目標や方針等を踏まえた適切な

指導や取組を行うことが求められます。

③活動における指導の目標や内容を明確にした計画を策定しましょう

〈生徒のニーズや意見の把握とそれらを反映させた目標等の設定、計画の作成〉

○ 運動部活動は、学校教育の一環として行われるものですが、生徒の自主的、自発的な

参加によるものです。生徒の間には、好きなスポーツの技能を高めたい、記録を伸ばし

たい、一定のペースでスポーツに親しみたい、放課後を有意義に過ごしたい、信頼でき

る友達を見付けたいなど、運動部活動を行うに際して様々な目的、目標があります。

各運動部活動の顧問の教員は、運営・指導者としての一方的な方針により活動するの

ではなく、生徒との意見交換等を通じて生徒の多様な運動部活動へのニーズや意見を把

握し、生徒の主体性を尊重しつつ、各活動の目標、指導の方針を検討、設定することが

必要です。

この場合、勝つことのみを目指すことのないよう、生徒が生涯にわたってスポーツに

親しむ基礎を育むこと、発達の段階に応じた心身の成長を促すことに十分留意した目標

や指導の方針の設定が必要です。

○ さらに、この目標の達成に向けて、長期的な期間や各学年等での指導（活動）内容と

そのねらい、指導（練習）方法、活動の期間や時間等を明確にした計画を作成して、入

部の際や保護者会などで生徒や保護者等に説明し、理解を得ることが重要です。

○ 目標等の設定、計画の作成に際しては、運動部活動が、教育課程において学習したこ

となども踏まえ、自らの適性や興味、関心等をより深く追求していく機会であることか

ら、各教科等の目標及び内容との関係にも配慮しつつ、生徒自身が教育課程において学

習する内容について改めてその大切さを認識するよう促すなどにより、各学校の教育課

程と関連させながら学校教育全体として生徒の「生きる力」の育成を図ることへの留意

が望まれます。

また、活動をとおして生徒の意見等を把握する中で、適宜、目標、計画等を見直して

いくことが望まれます。

〈年間を通したバランスのとれた活動への配慮〉

○ 生徒が、運動部活動に活発に取り組む一方で、多様なものに目を向けてバランスのと

れた心身の成長、学校生活を送ることができるようにすること、生涯にわたってスポー

ツに親しむ基盤をつくることができるようにすること、運動部活動の取組で疲れて授業



に集中できなくなることがないようにすること等が重要です。

厳しい練習とは、休養日なく練習したり、いたずらに長時間練習することとは異なる

ものです。年間を通して、一年間を試合期、充実期、休息期に分けてプログラムを計画

的に立てること、参加する大会や練習試合を精選すること、より効率的、効果的な練習

方法等を検討、導入すること、一週間の中に適切な間隔により活動を休む日や活動を振

り返ったり、考えたりする日を設けること、一日の練習時間を適切に設定すること等を

考慮しつつ、計画を作成し、指導を行っていくことが必要です。

これらは、成長期にある生徒のスポーツ障害や事故を防ぐためにも、また、心理面で

の疲労回復のためにも重要です。

〈年間の活動の振り返りと次年度への反映〉

○ 組織的な教育活動として、目標を生徒に示して共通理解を図りながら、具体的な活動

を行い、成果を検証していくＰＤＣＡサイクルによる活動が望まれます。

実際の活動での効果的な指導に向けて

④適切な指導方法、コミュニケーションの充実等により、生徒の意欲や自主

的、自発的な活動を促しましょう

〈科学的裏付け等及び生徒への説明と理解に基づく指導の実施〉

○ 運動部活動での指導の内容や方法は、生徒のバランスのとれた心身の成長に寄与する

よう、科学的な根拠がある又は社会的に認知されているものであることが必要であると

ともに、運動部活動は生徒の自主的、自発的な参加によるものであることを踏まえて、

生徒に対する説明及び生徒の理解により行われることが必要です。

このため、指導者は、活動目標、指導の方針、計画、指導内容や方法等を生徒が理解

できるように適切に伝えることが重要です。また、日常の指導でも、指導者と生徒の間

のコミュニケーションの充実により、練習において、誰が、何を、いつ、どこで、なぜ

（どのような目的で）、どのように行えばよいのか等を理解させていくことが重要です。

〈生徒が主体的に自立して取り組む力の育成〉

○ 個々の生徒が、技能や記録等に関する自分の目標や課題、運動部活動内での自分の役

割や仲間との関係づくり等について自ら設定、理解して、その達成、解決に向けて必要

な内容や方法を考えたり、調べたりして、実践につなげる、また、生徒同士で、部活動

の方向性や各自の取組姿勢、試合での作戦や練習にかかる事柄等について、筋道立てて

話し合う活動などにより目標達成や課題解決に向けて必要な取組を考え、実践につなげ

るというような生徒が主体的に自立して取り組む力を、指導者は、指導を通して発達の

段階に応じて育成することが重要です。

教育課程の各教科等での思考力・判断力・表現力等の育成とそのための言語活動の取

組と合わせて、運動部活動でも生徒が主体的に自立して取り組む力の育成のための言語

活動に取り組むことが考えられます。



〈生徒の心理面を考慮した肯定的な指導〉

○ 指導者は、生徒自らが意欲をもって取り組む姿勢となるよう、雰囲気づくりや心理面

での指導の工夫が望まれます。生徒のよいところを見付けて伸ばしていく肯定的な指導、

叱ること等を場面に応じて適切に行っていくことが望まれます。指導者の感情により指

導内容や方法が左右されないように注意が必要です。

また、それぞれの目標等に向けて様々な努力を行っている生徒に対して、評価や励ま

しの観点から積極的に声を掛けていくことが望まれます。

〈生徒の状況の細かい把握、適切なフォローを加えた指導〉

○ 活動の目標によっては大きな肉体的な負荷を課したり、精神的負荷を与えた条件の下

での練習も想定されますが、指導者は、個々の生徒の健康、体力等の状況を事前に把握

するとともに、練習中に声を掛けて生徒の反応を見たり、疲労状況や精神状況を把握し

ながら指導することが大切です。また、キャプテンの生徒は心身両面で他の生徒よりも

負担がかかる場合もあるため、適切な助言その他の支援に留意することが大切です。

○ 指導者が試合や練習中に激励等として厳しい言葉や内容を生徒に発することもあり得

ますが、競技、練習継続の意欲を失わせるようなものは不適当、不適切です。

生徒の心理についての科学的な知見、言葉の効果と影響を十分に理解し、厳しい言葉

等を発した後には生徒へのフォローアップについても留意することが望まれます。

〈指導者と生徒の信頼関係づくり〉

○ 運動部活動は自主的、自発的な活動であるため、指導者が生徒に対して、指導の目的、

技能等の向上や生徒の心身の成長のために適切な指導の内容や方法であること等を明確

に伝え、理解させた上で取り組ませるなど、両者の信頼関係づくりが活動の前提となり

ます。ただし、信頼関係があれば指導に当たって体罰等を行っても許されるはずとの認

識は誤りであり、決して許されません。

〈上級生と下級生、生徒の間の人間関係形成、リーダー育成等の集団づくり〉

○ 運動部活動は、複数の学年の生徒が参加すること、同一学年でも異なる学級の生徒が

参加すること、生徒の参加する目的や技能等が様々であること等の特色をもち、学級担

任としての学級経営とは異なる指導が求められます。

指導者は、生徒のリーダー的な資質能力の育成とともに、協調性、責任感の涵養等の
かんよう

望ましい人間関係や人権感覚の育成、生徒への目配り等により、上級生による暴力行為

やいじめ等の発生の防止を含めた適切な集団づくりに留意することが必要です。

〈事故防止、安全確保に注意した指導〉

○ 近年も運動部活動で生徒の突然死、頭頸部の事故、熱中症等が発生しており、けがや

事故を未然に防止し、安全な活動を実現するための学校全体としての万全の体制づくり

が必要です。

指導者は、生徒はまだ自分の限界、心身への影響等について十分な知識や技能をもっ



ていないことを前提として、計画的な活動により、各生徒の発達の段階、体力、習得状

況等を把握し、無理のない練習となるよう留意するとともに、生徒の体調等の確認、関

係の施設、設備、用具等の定期的な安全確認、事故が起こった場合の対処の仕方の確認、

医療関係者等への連絡体制の整備に留意することが必要です。

また、生徒自身が、安全に関する知識や技能について、保健体育等の授業で習得した

内容を活用、発展させたり、新たに身に付け、積極的に自分や他人の安全を確保するこ

とができるようにすることが大切です。

安全確保のための取組を行う際には下記の資料も御活用ください。

（文部科学省）
○学校における体育活動中の事故防止について（報告書） 平成24年7月

（http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/jyujitsu/1323968.htm）
（独立行政法人日本スポーツ振興センター）

下記の資料のほか、災害共済給付業務を通じて蓄積された学校の管理下における事故
の事例や統計情報等を提供しています。

（http://jpnsport.go.jp/anzen/home/tabid/284/Default.aspx）
・学校の管理下の死亡・障害事例と事故防止の留意点
・学校の管理下の災害―基本統計―

○学校における突然死予防必携
（http://jpnsport.go.jp/anzen/anzen_school/anzenjouhou/taisaku/sudden/tabid/228/Default.aspx）

○熱中症を予防しよう －知って防ごう熱中症－
（http://jpnsport.go.jp/anzen/anzen_school/anzenjouhou/taisaku/nettyuusyo//tabid/848/Default.aspx）

○ 運動部活動中、顧問の教員は生徒の活動に立ち会い、直接指導することが原則ですが、

やむを得ず直接練習に立ち会えない場合には、他の顧問の教員と連携、協力したり、あ

らかじめ顧問の教員と生徒との間で約束された安全面に十分に留意した内容や方法で活

動すること、部活動日誌等により活動内容を把握すること等が必要です。このためにも、

日頃から生徒が練習内容や方法、安全確保のための取組を考えたり、理解しておくこと

が望まれます。

⑤肉体的、精神的な負荷や厳しい指導と体罰等の許されない指導とをしっか

り区別しましょう

○ 運動部活動での指導では、学校、指導者、生徒、保護者の間での十分な説明と相互の

理解の下で、生徒の年齢、健康状態、心身の発達状況、技能の習熟度、活動を行う場所

的、時間的環境、安全確保、気象状況等を総合的に考えた科学的、合理的な内容、方法

により行われることが必要です。

○ 学校教育の一環として行われる運動部活動では、指導と称して殴る・蹴ること等はも

ちろん、懲戒として体罰が禁止されていることは当然です。また、指導に当たっては、

生徒の人間性や人格の尊厳を損ねたり否定するような発言や行為は許されません。体罰

等は、直接受けた生徒のみならず、その場に居合わせて目撃した生徒の後々の人生まで、

肉体的、精神的に悪い影響を及ぼすことになります。

校長、指導者その他の学校関係者は、運動部活動での指導で体罰等を厳しい指導とし



て正当化することは誤りであり決して許されないものであるとの認識をもち、それらを

行わないようにするための取組を行うことが必要です。

学校関係者のみならず、保護者等も同様の認識をもつことが重要であり、学校や顧問

の教員から積極的に説明し、理解を図ることが望まれます。

日本中学校体育連盟、全国高等学校体育連盟は、平成25年3月13日に「体罰根絶宣言」

を発表しています。

日本体育協会、日本オリンピック委員会、日本障害者スポーツ協会、日本中学校体育連

盟、全国高等学校体育連盟は、平成25年4月25日に「スポーツ界における暴力行為根絶宣

言」を採択しています。

両宣言は各団体のホームページに掲載されています。

○ 学校教育において教員等が生徒に対して行った懲戒行為が体罰に当たるかどうかは、

「当該児童生徒の年齢、健康状態、心身の発達状況、当該行為が行われた場所的及び時

間的環境、懲戒の態様等の様々な条件を総合的に考え、個々の事案ごとに判断する必要

がある。この際、単に、懲戒行為をした教員等や、懲戒行為を受けた児童生徒、保護者

の主観のみにより判断するのではなく、諸条件を客観的に考慮して判断すべきである。

これにより、その懲戒の内容が身体的性質のもの、すなわち、身体に対する侵害を内容

とするもの（殴る、蹴る等）、児童生徒に肉体的苦痛を与えるようなもの（正座・直立

等特定の姿勢を長時間にわたって保持させる等）に当たると判断された場合は、体罰に

該当する。」とされています。（「体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底につ

いて（通知）」（平成25年3月13日付け文部科学省初等中等教育局長、スポーツ・青少年局長通知））

○ 運動部活動での指導における個別の事案が通常の指導か、体罰等の許されない指導に

該当するか等を判断するに当たっては、上記のように、様々な条件を総合的に考え、個

々の事案ごとに判断する必要がありますが、参考として下記の整理が考えられます。

各地方公共団体、学校、指導者は、このような整理の基となる考え方を参考に、スポ

ーツの指導での共通的及び各スポーツ種目の特性に応じた指導内容や方法等を考慮しつ

つ、検討、整理のうえ、一定の認識を共有し、実践していくことが必要です。

通常のスポーツ指導による肉体的、精神的負荷として考えられるものの例

計画にのっとり、生徒へ説明し、理解させた上で、生徒の技能や体力の程度等を考

慮した科学的、合理的な内容、方法により、下記のような肉体的、精神的負荷を伴う

指導を行うことは運動部活動での指導において想定されるものと考えられます。

（生徒の健康管理、安全確保に留意し、例えば、生徒が疲労している状況で練習を継

続したり、準備ができていない状況で故意にボールをぶつけたりするようなこと、体

の関係部位を痛めているのに無理に行わせること等は当然避けるべきです。）

（例）

・バレーボールで、レシーブの技能向上の一方法であることを理解させた上で、様々

な角度から反復してボールを投げてレシーブをさせる。



・柔道で、安全上受け身をとれることが必須であることを理解させ、初心者の生徒に

対して、毎日、技に対応できるような様々な受け身を反復して行わせる。

練習に遅れて参加した生徒に、他の生徒とは別に受け身の練習を十分にさせてか

ら技の稽古に参加させる。

・野球の試合で決定的な場面でスクイズを失敗したことにより得点が入らなかったた

め、１点の重要性を理解させるため、翌日、スクイズの練習を中心に行わせる。

・試合で負けたことを今後の練習の改善に生かすため、試合後、ミーティングで生徒

に練習に取り組む姿勢や練習方法の工夫を考えさせ、今後の取組内容等を自分たち

で導き出させる。

学校教育の一環である運動部活動で教育上必要があると認められるときに行われる

と考えられるものの例

運動部活動での規律の維持や活動を円滑に行っていくための必要性、本人への教育、

指導上の必要性から、必要かつ合理的な範囲内で下記のような例を行うことは運動部

活動での指導において想定されるものと考えられます。

（例）

・試合中に危険な反則行為を繰り返す生徒を試合途中で退場させて見学させるととも

に、試合後に試合会場にしばらく残留させて、反則行為の危険性等を説諭する。

・練習で、特に理由なく遅刻を繰り返し、また、計画に基づく練習内容を行わない生

徒に対し、試合に出さずに他の選手の試合に臨む姿勢や取組を見学させ、日頃の練

習態度、チームプレーの重要性を考えさせ、今後の取組姿勢の改善を促す。

有形力の行使であるが正当な行為（通常、正当防衛、正当行為と判断されると考え

られる行為）として考えられるものの例

上記の「体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底について（通知）」では、

「児童生徒から教員等に対する暴力行為に対して、教員等が防衛のためにやむを得ず

した有形力の行使は、もとより教育上の措置である懲戒行為として行われたものでは

なく、これにより身体への侵害又は肉体的苦痛を与えた場合は体罰には該当しない。

また、他の児童生徒に被害を及ぼすような暴力行為に対して、これを制止したり、目

前の危険を回避したりするためにやむを得ずした有形力の行使についても、同様に体

罰に当たらない。これらの行為については、正当防衛又は正当行為等として刑事上又

は民事上の責めを免れうる。」とされています。下記のような例を行うことは運動部

活動での指導において想定されるものと考えられます。

○生徒から顧問の教員等に対する暴力行為に対し、教員等が防衛のためにやむを得ず

行った有形力の行使

（例）

・生徒が顧問の教員の指導に反抗して教員の足を蹴ったため、生徒の背後に回り、



体をきつく押さえる。

○他の生徒に被害を及ぼすような暴力行為に対し、これを制止したり、目前の危険を

回避するためにやむを得ず行った有形力の行使

（例）

・練習中に、危険な行為を行い、当該生徒又は関係の生徒に危害が及ぶ可能性があ

ることから、別の場所で指導するため、別の場所に移るように指導したが従わな

いため、生徒の腕を引っ張って移動させる。

・試合中に相手チームの選手とトラブルとなり、殴りかかろうとする生徒を押さえ

付けて制止させる。

体罰等の許されない指導と考えられるものの例

運動部活動での指導において、学校教育法、運動部活動を巡る判例、社会通念等か

ら、指導者による下記の①から⑥のような発言や行為は体罰等として許されないもの

と考えられます。

また、これらの発言や行為について、指導者と生徒との間での信頼関係があれば許

されるとの認識は誤りです。

指導者は、具体的な許されない発言や行為についての共通認識をもつことが必要で

す。

①殴る、蹴る等。

②社会通念、医・科学に基づいた健康管理、安全確保の点から認め難い又は限度を超

えたような肉体的、精神的負荷を課す。

（例）

・長時間にわたっての無意味な正座・直立等特定の姿勢の保持や反復行為をさせる。

・熱中症の発症が予見され得る状況下で水を飲ませずに長時間ランニングをさせる。

・相手の生徒が受け身をできないように投げたり、まいったと意思表示しているに

も関わらず攻撃を続ける。

・防具で守られていない身体の特定の部位を打突することを繰り返す。

③パワーハラスメントと判断される言葉や態度による脅し、威圧・威嚇的発言や行為、

嫌がらせ等を行う。

④セクシャルハラスメントと判断される発言や行為を行う。

⑤身体や容姿に係ること、人格否定的（人格等を侮辱したり否定したりするような）

な発言を行う。

⑥特定の生徒に対して独善的に執拗かつ過度に肉体的、精神的負荷を与える。
よう

上記には該当しなくとも、社会通念等から、指導に当たって身体接触を行う場合、

必要性、適切さに留意することが必要です。

なお、運動部活動内の先輩、後輩等の生徒間でも同様の行為が行われないように注

意を払うことが必要です。



指導力の向上に向けて

⑥最新の研究成果等を踏まえた科学的な指導内容、方法を積極的に取り入れ

ましょう

〈科学的な指導内容、方法の積極的な取り入れ〉

○ 指導者は、効果的な指導に向けて、自分自身のこれまでの実践、経験にたよるだけで

なく、指導の内容や方法に関して、大学や研究機関等での科学的な研究により理論付け

られたもの、研究の結果や数値等で科学的根拠が得られたもの、新たに開発されたもの

など、スポーツ医・科学の研究の成果を積極的に習得し、指導において活用することが

重要です。

事故防止、安全確保、生徒の発達の段階を考慮せず肩、肘、腰、膝などの酷使による

スポーツ障害を防ぐことのためにも望まれます。

〈学校内外での指導力向上のための研修、研究〉

○ 指導者は、国、地方公共団体、大学等の研究者、関係団体、医学関係者等による研修、

講習や科学的な知見、研究成果等の公表の場を積極的に活用することが望まれます。

地方公共団体、学校は、指導者のこれらの研修等への参加に際しての必要な配慮や支

援が望まれます。

○ 顧問の教員は、学校の教育課程での担当教科等や生徒指導上での指導の内容や方法の

研究と同様に、運動部活動での指導方法等についても積極的な実践研究が望まれます。

学校内や地域の研究会などで、顧問の教員同士で共同して研究したり、研究成果を情

報共有していくことも望まれます。

⑦多様な面で指導力を発揮できるよう、継続的に資質能力の向上を図りまし

ょう

〈校長等の管理職の理解〉

○ 運動部活動は学校教育の一環であることを踏まえ、校長等の管理職は、学校組織全体

での取組を進めるために、運動部活動の意義、運営や指導の在り方について理解を深め

ることが重要です。

〈運動部活動のマネジメント力その他多様な指導力の習得〉

○ 指導者は、運動部活動が総合的な人間形成の場となるよう、当該スポーツ種目の技術

的な指導、ルール、審判に係る内容とともに、生徒の発達の段階や成長による変化、心

理、生理、栄養、休養、部のマネジメント、コミュニケーション等に関する幅広い知識

や技能を継続的に習得し、多様な面での指導力を身に付けていくとともに、それらを向

上させることが望まれます。



（参考）

運動部活動の在り方に関する調査研究

平 成 ２ ５ 年 ３ 月 ５ 日

スポーツ・青少年局長決定

１．趣 旨

運動部活動は学校教育活動の一環としてこれまで重要な役割を果たして

きたところであるが、大阪市立桜宮高校での体罰事案を受けて運動部活動

における体罰が問題となっていること、また、教育再生実行会議の第一次

提言において、運動部活動指導のガイドラインを作成することが提言され

ていることを受け、運動部活動の在り方について調査研究を行い、運動部

活動の健全な発展と体罰等の根絶を図る。

２．内 容

運動部活動における許されない指導とあるべき指導の一定の考え方を整

理するとともに、運動部活動の意義や役割、位置づけなどを再議論する。

また、これらを踏まえ、子どもの意欲を引き出し、その自発的行動から成

長を促す運動部活動指導のガイドラインを策定する。

３．方 法

調査研究に当たっては、以下の学識経験者等の協力を得る。

なお、必要に応じ、以下の者以外の協力を得ることができる。

市原 則之 (公財)日本オリンピック委員会専務理事

伊東 卓 弁護士

梅野 正信 上越教育大学大学院教授

岡崎 助一 (公財)日本体育協会専務理事

友添 秀則 早稲田大学スポーツ科学学術院長・教授

西岡 宏堂 (公財)日本高等学校野球連盟理事

三田 清一 (公財)全国高等学校体育連盟会長

三町 章 (公財)日本中学校体育連盟会長

望月浩一郎 弁護士

４．期 間

平成２５年３月５日から平成２６年３月３１日までとする。

５．その他

この調査研究に関する庶務は、体育参事官で行う。


